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宮津与謝消防署
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあります。設置から１０年を目安に交換をおすすめします。
このポスターを見たあなた！！ご自宅の火災警報器の作動確認をお願いします。
　ご不明な点は、お近くの消防署までお問い合わせください。
住宅用火災警報器１０年を目安に交換を
年末年始火災予防運動実施中
12月20日から
　　　１月10日まで
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